
 

TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2020 

クラブマンシリーズ 第７戦 

プロフェッショナルシリーズ 第７戦 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公   示 
ＴＯＹＯＴＡ ＧＡＺＯＯ Ｒａｃｉｎｇ ８６／ＢＲＺ Ｒａｃｅは、（以下「８６／Ｂ
ＲＺ」）は、一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認のもと、ＦＩＡ国
際モータースポーツ競技規則およびその付則に準拠した日本自動
車連盟（JAF）の国内競技規則およびその細則、ＧＡＺＯＯ Ｒａｃｉｎｇ 
８６／ＢＲＺ Ｒａｃｅ ２０２０ レギュレーションブック、ならびにツインリ
ンクもてぎ四輪一般競技規則書、本競技会特別規則に従い準国内
格式競技として開催される。 
 
第1条 競技会名称 
○ＴＯＹＯＴＡ ＧＡＺＯＯ Ｒａｃｉｎｇ ８６／ＢＲＺ Ｒａｃｅ ２０２０ 
クラブマンシリーズ 第７戦 
プロフェッショナルシリーズ 第７戦 

 
第2条オーガナイザーの名称 
○株式会社モビリティランド 
取締役社長：田中 薫 
住 所：栃木県芳賀郡茂木町桧山１２０番地１ 
電 話：０２８５-６４-０２００ 
 

 
○エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.） 
会 長：高谷 克実 
住 所：栃木県芳賀郡茂木町桧山１２０番地１ 
電 話：０２８５-６４-０２０２ 

 
第3条 組織委員会 
委員長 ：斎藤英輝 
委  員 ：高谷克実、藤岡良一、岡野和彦、宮澤謙作 

 
第4条 開催日程   
２０２０年１１月２１日（土） 車検、ブリーフィング、公式予選、決勝
２０２０年１１月２２日（日） 決勝 

 
第5条 開催場所 ：ツインリンクもてぎ ロードコース 
 
第6条 参加申込 
受付期間   ：２０２０年１０月１３日（火）～１０月２１日（水） 
参加申込先  ：トヨタカーズ・レース・アソシエイション（Ｔ．Ｒ．Ａ．） 

Ｔ．Ｒ．Ａ．事務局 
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町２１１３ 
１０３号室 
ＴＥＬ. 045-507-4226 / ＦＡＸ. 045-507-4225 

 
第7条 料金規定（税込み） 
ＴＯＹＯＴＡ ＧＡＺＯＯ Ｒａｃｉｎｇ ８６／ＢＲＺ Ｒａｃｅ ２０２０ レギュ 
レーションブックならびにツインリンクもてぎ四輪一般競技規則書 
が適用される。 

 
第8条 もてぎ・鈴鹿（ＭＳ）共済会 
ツインリンクもてぎ四輪一般規則書が適用される。 

 
第9条 サーキット 
名  称 ：ツインリンクもてぎ ロードコース 
所在地 ：栃木県芳賀郡茂木町桧山１２０番地１ 

ＴＥＬ.0285-64-0200 / ＦＡＸ0285-64-0209 
コース長さ ：４．８０１３７９ｋｍ 
周回方向  ：右回り 
レース距離 ：公式通知に示す 

 
第10条 最大決勝出走台数 
４５台 

 
第11条 決勝レーススタート時刻 
日時 ：２０２０年１１月２１日（土）、２２日（日） 

※時刻については公式通知に示す。 
 
第12条 車両検査 
日時 ：２０２０年１１月２０日（金）、２１日（土） 

※時間、場所については公式通知に示す。 
 

 
第13条 車両保管の場所 
パークフェルメ 

 
第14条 書類検査 
日時 ：２０２０年１１月２０日（金）、 １１月２１日（土）  

※時間、場所については公式通知に示す。 
1）参加申し込みが正式に受理された参加者には、選手受付場所 
で、氏名登録されたドライバー、ピットクルーなどのクレデンシャ 
ルおよびピットサインマンの腕章など身分証明書が正式受理通 
知書と引き換えに交付される。 

2）参加受付時に下記書類を提示もしくは提出しなければなら 
ない。 
（a）正式受理通知書 
（b）競技参加者許可証 
（c）競技運転者許可証 
（d）運転免許証 
（e）外国籍ドライバーは所属するASN の出場証明書等の書類 

 
第15条 ブリーフィング 
すべてのドライバーはブリーフィングに出席しなければならない。 
1）日時 ：２０２０年１１月２１日（土） 

※時間については公式通知に示す。 
2）方式 ：ＷＥＢ上での映像配信方式 
       ※視聴方法等の詳細は公式通知に示す。 

 
第16条 公式予選の方法 
ＴＯＹＯＴＡ ＧＡＺＯＯ Ｒａｃｉｎｇ ８６／ＢＲＺ Ｒａｃｅ ２０２０ レギュ 
レーションブック、ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則書に従い 
実施される。 

 
第17条 審判の判定内容 
ＪＡＦ国内競技規則１０-２０の審判員の判定事項は、ツインリンク 
もてぎ四輪一般競技規則書の通りとする。 

 
第18条  競技会主要役員 

競技会主要役員については公式通知に示す。 

 
第19条 本特別規則書の施行 
 本特別規則書は、競技会の参加申込受付と同時に有効となる。 
 

以上 

大会特別規則書 


